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【人事委員会規則】
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規則
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３※ 口頭により開示請求を行うことができる保

有個人情報を定める件の一部を改正する件



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と

い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
（
第
一
看
護
学
科

）
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

１

一
般
入
学
試
験
（
規
則
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
入
学
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

令
和
四
年
一
月
六
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月
七
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
頃
ま
で

２

推
薦
入
学
試
験
（
規
則
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
学
校
等
の
長
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て

実
施
す
る
学
科
試
験
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
入
学
試
験
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

令
和
三
年
十
一
月
五
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
頃
ま
で

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

三

受
験
資
格

１

一
般
入
学
試
験

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
九
十
条
第
一
項
に
該
当
す
る
者
（
令
和
四

年
三
月
ま
で
に
卒
業
（
修
了
）
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

２

推
薦
入
学
試
験

県
内
に
所
在
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
長
の
推
薦
の
あ
る
令
和
四
年
三
月
卒
業
見
込

み
の
者

四

入
学
願
書
等
の
提
出
期
限

１

一
般
入
学
試
験

令
和
三
年
十
一
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ

る
場
合
は
、
同
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

２

推
薦
入
学
試
験

令
和
三
年
九
月
二
十
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
月
八
日
（
金
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送

に
よ
る
場
合
は
、
同
月
八
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

五

入
学
願
書
等
の
提
出
先

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

六

入
学
試
験
手
数
料

五
千
五
百
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

七

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
（
電
話

〇
八
八
―
六
三
三
―
六
六
一
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
（
第
二
看
護
学
科
）
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

令
和
四
年
一
月
五
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
頃
ま
で

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

三

受
験
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

１

免
許
を
得
た
後
三
年
以
上
業
務
に
従
事
し
て
い
る
准
看
護
師
（
令
和
四
年
三
月
末
日
時
点
で
業
務

従
事
期
間
が
三
年
以
上
と
な
る
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
て
い
る
准
看
護
師
（
令
和
四
年
三
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
又
は
免
許
取
得
見
込
み
の
者
を

含
む
。
）

四

入
学
願
書
等
の
提
出
期
限

令
和
三
年
十
一
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
同
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

五

入
学
願
書
等
の
提
出
先

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

六

入
学
試
験
手
数
料

五
千
五
百
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

七

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
（
電
話

〇
八
八
―
六
三
三
―
六
六
一
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
管
理
規
則
（
平
成
二
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
（
准
看
護
学
科
）
入
学
試
験
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

試
験
の
日
時

１

一
次
試
験

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日
（
金
曜
日
）
午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
零
時
四
十
五
分
頃
ま
で

２

二
次
試
験

令
和
四
年
一
月
二
十
七
日
（
木
曜
日
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
頃
ま
で

二

試
験
の
場
所

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

三

受
験
資
格

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
十
七
条
に
該
当
す
る
者
（
令
和
四
年
三
月

ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者
を
含
む
。
）

四

入
学
願
書
等
の
提
出
期
限

令
和
三
年
十
一
月
一
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
同
月
三
十
日
ま
で
の
消
印
が
あ
れ
ば
受
け
付
け
る
。

五

入
学
願
書
等
の
提
出
先

徳
島
市
鮎
喰
町
二
丁
目
四
一
番
地
の
六

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

六

入
学
試
験
手
数
料

五
千
五
百
円
（
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
の
徳
島
県
収
入
証
紙
を
入
学
願
書
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

七

そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
を
参
照
す
る
ほ
か
、
徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校
（
電
話

〇
八
八
―
六
三
三
―
六
六
一
一
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

令
和
三
年
七
月
二
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
保
安
林
の
皆
伐
に
よ
る
立
木

の
伐
採
に
つ
き
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す

べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七

十
六
号
）
第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

皆

伐

面

積

の

限

度

（

ヘ

ク

タ

ー

ル

）

単
位
区
域
名

水

源

涵

養

保

安

林

土

砂

流

出

防

備

保

安

林

か
ん

祖

谷

川

七
四
四
・
八
八

五
一
・
六
二

吉
野
川
中
流

四
九
八
・
九
五

九
五
・
五
七

貞

光

川

一
二
六
・
〇
二

二
五
・
三
八

穴

吹

川

一
八
五
・
六
三

六
七
・
一
三

美

馬

北

岸

一
三
〇
・
五
〇

六
〇
・
八
二

板

野

二
八
五
・
八
六

二
〇
六
・
三
四

鮎

喰

川

一
五
一
・
八
一

四
三
・
七
八

勝

浦

川

三
九
〇
・
〇
九

一
二
・
一
二

那

賀

一
、
六
四
七
・
四
五

一
二
一
・
三
五

那
賀
川
下
流

四
三
・
五
八

六
・
〇
〇

日

和

佐

川

一
五
一
・
七
〇

八
・
七
二

海

部

川

六
四
四
・
七
五

五
七
・
六
六

計

五
、
〇
〇
一
・
二
二

七
五
六
・
四
九

備
考

単
位
区
域
に
つ
い
て
は
、
次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
徳
島
県
農
林
水
産
部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林



整
備
課
並
び
に
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
及
び
徳
島
県
総
合
県
民
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
用
地
測
量
）

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町

令
和
三
年
四
月
二
十
日
か
ら

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
那
賀
川
河
川
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
二
年
徳
島
県
告
示
第
七
百
四
十
九

号
（
公
共
測
量
を
変
更
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
規
則
四
―
九
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
七
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
削
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
ま
で
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
、

第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
八
条
」
を
「
並

び
に
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
」
に
、
「
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第

一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項

並
び
に
第
三
十
一
条
」
を
「
並
び
に
第
二
十
六
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

様
式
第
三
号
の
表
面
中

氏
名

性
別

男
・
女

を

氏

」

名

に
改
め
る
。

」

様
式
第
四
号
の
表
面
中
「①

年
月

日
交
付

」
を
「

年
月

日

「

「

交
付

」
に
、

②
氏
名

③
性
別

男
・
女

を

①
氏
名

」

に
、
「④
」
を
「②

」
に
、
「⑤

」
を
「③

」
に

」

、
「⑥

」
を
「④

」
に
、
「⑦

」
を
「⑤

」
に
、
「⑧

」
を
「⑥

」
に
、
「⑨

」
を
「⑦

」
に
、
「⑩

」

を
「⑧

」
に
、
「⑪

」
を
「⑨

」
に
、
「⑫

」
を
「⑩

」
に
改
め
、
同
様
式
の
裏
面
中
「⑩

欄

」
を
「⑧

欄

」
に
、
「⑥

欄

」
を
「④

欄

」
に
、
「⑦

欄

」
を
「⑤

欄

」
に
改
め
る
。

「

「

様
式
第
五
号
の
表
面
中

氏
名

男
・
女

を

氏
名

」

に
改
め
る
。

」

「

「

様
式
第
六
号
中

氏
名

性
別

男
・
女

を

氏
名

」

に
改
め
る
。

」

「

「

様
式
第
十
一
号
の
表
面
中

①
氏

名
②
性
別

男
・
女

を
」

①
氏

名

に
、
「③

」
を
「②

」
に
、
「④

」
を
「

」

③

」
に
、
「⑤

」
を
「④

」
に
、
「⑥

」
を
「⑤

」
に
、
「⑦

」
を
「⑥

」
に
、
「⑧

」
を
「⑦

」
に
、



「⑨

」
を
「⑧

」
に
、
「⑩

」
を
「⑨

」
に
、
「⑪

」
を
「⑩

」
に
、
「⑫

」
を
「⑪

」
に
改
め
、
同
様

式
の
裏
面
中
「⑨

欄

」
を
「⑧

欄

」
に
、
「⑦

欄

」
を
「⑥

欄

」
に
、
「⑩

欄

」
を
「⑨

欄

」
に
、
「⑫

欄

」
を
「⑪

欄

」
に
改
め
る
。

「

様
式
第
十
二
号
の
表
面
及
び
様
式
第
十
三
号
中

氏
名

男
・
女

「
を

氏
名

に
改
め
る
。

」

」

「

様
式
第
二
十
号
、
様
式
第
二
十
号
の
二
の
表
面
及
び
様
式
第
二
十
号
の
三
の
表
面
中

氏
名

「
性
別

男
・
女

を

氏
名

」

に
改
め
る
。

」附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
三
号

平
成
十
四
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
三
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保

有
個
人
情
報
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日

以
後
に
実
施
す
る
試
験
等
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令
和
三
年
六
月
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求

個
人
情
報
の
項
目

行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間

を
行
う
こ
と
が
で
き
る

場
所

試
験
等
の
名
称

試
験
等
に
係
る
保
有
個

人
情
報
の
内
容

職
員
採
用
試
験
（
大
学

総
合
得
点
、
試
験
種
目

第
一
次
試
験
及
び
最
終
合

徳
島
県
人
事
委
員
会
事

卒
業
程
度
）

別
得
点
及
び
総
合
順
位

格
発
表
日
そ
れ
ぞ
れ
の
日

務
局

か
ら
一
月
間
（
そ
れ
ぞ
れ

職
員
採
用
試
験
（
短
期

の
不
合
格
者
に
限
る
。
）

大
学
卒
業
程
度
）

職
員
採
用
試
験
（
高
等

学
校
卒
業
程
度
）

職
員
採
用
試
験
（
民
間

企
業
等
職
務
経
験
者
）

市
町
村
立
小
・
中
学
校

職
員
採
用
試
験
（
大
学

卒
業
程
度
）

市
町
村
立
小
・
中
学
校

職
員
採
用
試
験
（
短
期

大
学
卒
業
程
度
）

市
町
村
立
小
・
中
学
校

職
員
採
用
試
験
（
高
等

学
校
卒
業
程
度
）

警
察
官
採
用
試
験

徳
島
県
警
察
官
を
志
望

し
た
者
に
係
る
試
験
の

総
合
得
点
、
試
験
種
目

別
得
点
及
び
総
合
順
位

障
が
い
者
を
対
象
と
し

総
合
得
点
、
試
験
種
目

第
一
次
選
考
及
び
最
終
合

た
職
員
採
用
選
考
考
査

別
得
点
及
び
総
合
順
位

格
発
表
日
そ
れ
ぞ
れ
の
日

か
ら
一
月
間
（
そ
れ
ぞ
れ

の
不
合
格
者
に
限
る
。
）
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